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（趣旨） 

第１ この要領は、長野県健康福祉部医療推進課が保有する自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」

という。）の貸出の手続きについて、財産関係例規に定めるもののほか、必要な事項を定め、円

滑な利用に資することを目的とする。 

 

（物品の種類及び保管場所） 

第２ この要領によるＡＥＤの種類、数量、名称及び保管場所は、次のとおりとする。 

種類 数量 名称 保管場所 

診療治療器具 ４ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）ハートスタート

ＦＲｘ 

医療推進課 

 

（貸出の申請） 

第３ 貸出を受けようとする者は、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出申請書」（様式第１号）に

より、医療推進課長に申請するものとする。 

 

（貸出の決定） 

第４ 医療推進課長は、前条の申請があった場合は、速やかに貸出の適否について決定し、「自動

体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出決定通知書」（様式第２号）により当該貸出申請を行った者に通

知するものとする。 

 

（貸出の方法等） 

第５ 前条の規定により貸出の決定を受けた者は、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出決定通知

書」に記載された貸出期間開始後に、医療推進課においてＡＥＤを受けるものとする。 

２ 前項の規定により貸出を受けた者は、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出決定通知書」に記

載された貸出期間終了までに、医療推進課へ返却するものとする。 

 


